
調整給付額イメージ

１．「所得税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額

３万円×（本人＋扶養親族数）
ー

令和６年分推計所得税額（減税前）

　　　　＝令和５年分所得税額
＝

（１）所得税分控除不足額

（１）＜０の場合は０円

２．「個人住民税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額

１万円×（本人＋扶養親族数）
ー 令和６年分個人住民税額（課税前） ＝

（２）個人住民税分控除不足額

（２）＜０の場合は０円

「調整給付額」の算出方法

調整給付額

（１万円単位で「切り上げて」算出）
＋ （１）所得税分控除不足額 ＝ （２）個人住民税分控除不足額

【算出例】　　０円<(1)+(2)≦１万円 ➡ １万円

　　　　       １万円<(1)+(2)≦２万円 ➡ 2 万円

　　　　       ２万円<(1)+(2)≦３万円 ➡ 3 万円

　　　　       ３万円<(1)+(2)≦４万円 ➡ 4 万円

                     　　　  (1)+(2)＝　０円 ➡定額減税しきれているため、調整給付はありません


